
閣 議 及 び 閣 僚 懇 談 会 議 事 録 
 

開催日時：平成２８年１０月１４日（金）    ８：３１～８：４６ 

 

開催場所：総理大臣官邸閣議室 

 

出 席 者：安 倍 晋 三 内閣総理大臣 

麻 生 太 郎 国務大臣（副総理，財務大臣，内閣府特命担当大臣） 

高 市 早 苗 国務大臣（総務大臣，内閣府特命担当大臣） 

金 田 勝 年 国務大臣（法務大臣） 

岸 田 文 雄 国務大臣（外務大臣） 

松 野 博 一 国務大臣（文部科学大臣） 

塩 崎 恭 久 国務大臣（厚生労働大臣） 

山 本 有 二 国務大臣（農林水産大臣） 

世 耕 弘 成 国務大臣（経済産業大臣，内閣府特命担当大臣） 

石 井 啓 一 国務大臣（国土交通大臣） 

山 本 公 一 国務大臣（環境大臣，内閣府特命担当大臣） 

稲 田 朋 美 国務大臣（防衛大臣） 

菅   義 偉 国務大臣（内閣官房長官） 

今 村 雅 弘 国務大臣（復興大臣） 

松 本   純 国務大臣（国家公安委員会委員長，内閣府特命担当大臣） 

鶴 保 庸 介 国務大臣（内閣府特命担当大臣） 

石 原 伸 晃 国務大臣（内閣府特命担当大臣） 

加 藤 勝 信 国務大臣（内閣府特命担当大臣） 

山 本 幸 三 国務大臣（内閣府特命担当大臣） 

丸 川 珠 代 国務大臣 

陪 席 者：萩生田 光 一 内閣官房副長官 

野 上 浩太郎 内閣官房副長官 

杉 田 和 博 内閣官房副長官 

横 畠 裕 介 内閣法制局長官 

 

閣議案件：別添案件表のとおり。 

     ○一般案件      ５件 

     ○公布（法律）    １件 

     ○法律案       ７件 

     ○政令        ４件 

○人事        １件 

     いずれも，案件表のとおり，決定，了解となった。 
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議事内容： 

○菅国務大臣：ただ今から，閣議を開催いたします。 

まず，閣議案件について，萩生田副長官から御説明申し上げます。 

○萩生田内閣官房副長官：一般案件等について，申し上げます。まず，「公務員の給与

改定に関する取扱い」について，御決定をお願いいたします。本件につきましては，

後程，内閣官房長官及び山本幸三大臣から御発言があります。  

  次に，「日・米物品役務相互提供協定」の締結につき，国会の承認を求めることに

ついて，御決定をお願いいたします。本協定は，平和安全法制に基づく新たな物品

役務提供を含む日本国の自衛隊とアメリカ合衆国軍隊との間における物品役務提

供について，基本的な条件を定めるものであります。 

  次に，「記念貨幣の発行」について，御決定をお願いいたします。本件は，平成２

９年２月に開催される第８回アジア冬季競技大会を記念するため，１，０００円貨

幣を発行するものであります。あわせて，同貨幣の素材等を定める「通貨の単位及

び貨幣の発行等に関する法律施行令の一部を改正する政令」について，御決定をお

願いいたします。これらの案件につきましては，後程，財務大臣から御発言があり

ます。 

  次に，公式実務訪問賓客待遇について，御了解をお願いいたします。カザフスタ

ン国大統領が１１月６日から９日まで，我が国を訪問されることとなりましたので，

同期間，公式実務訪問賓客として接遇するものであります。 

  次に，信・解任状に認証を仰ぐことについて，御決定をお願いいたします。本件

は，「アフガニスタン国」及び「パラオ国」駐箚特命全権大使の異動に伴い，交付す

べき信任状及び解任状であります。 

  次に，法律の公布について，御決定をお願いいたします。「地方交付税法及び特別

会計に関する法律の一部改正法」が，１１日の参議院本会議において，可決成立し

たものであります。 

  次に，法律案７件について，御決定をお願いいたします。まず，「一般職の職員の

給与に関する法律等の一部改正法案」は，本年８月の人事院勧告及び意見のとおり，

一般職の国家公務員の俸給月額の引上げ，扶養手当の見直し，介護時間の新設，育

児休業等に係る子の範囲の拡大等を行うものであります。 

次に，「特別職の職員の給与に関する法律」，「地方公務員の育児休業等に関する法

律及び育児休業，介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」，

「裁判官の報酬等に関する法律」，「検察官の俸給等に関する法律」，「裁判官の育児

休業に関する法律」及び「防衛省の職員の給与等に関する法律」の一部改正法案は，

それぞれ，特別職の国家公務員，地方公務員，裁判官，検察官，防衛省職員につい

て，一般職の国家公務員に準じた給与等の改定を行うものであります。 

  次に，政令３件について，御決定をお願いいたします。まず，「サイバーセキュリ

ティ基本法及び情報処理促進法の一部改正法の施行期日令」は，同改正法の施行期

日を本年１０月２１日と定めるものであり，「情報処理促進法施行令の一部を改正

する政令」は，情報処理安全確保支援士制度の創設に伴い，同支援士試験の受験手

2



数料等を定めるものであります。 

  次に，「地震保険に関する法律施行令の一部を改正する政令」は，熊本地震に伴う

保険金支払により民間準備金の水準が低下したことに合わせて，政府が締結する地

震再保険契約において支払うべき保険金を定める際の基準となる金額の改定等を

行うものであります。 

  次に，人事案件について，申し上げます。安田昭三外１５５名の叙位又は叙勲に

ついて，御決定をお願いいたします。 

○菅国務大臣：次に，大臣発言がございます。まず，私から去る８月８日に行われた

人事院勧告を踏まえた公務員の給与改定に関する取扱いについて，申し上げます。

本日，給与関係閣僚会議を開催して協議した結果，取扱いについて関係閣僚の意見

の一致をみたところであります。その内容については国家公務員制度担当大臣から

御発言いただきます。 

  次に，山本幸三大臣。 

○山本（幸）国務大臣：ただいま官房長官から御報告のあった公務員の給与改定に関

する取扱いについて，その内容を御説明申し上げます。 

① 一般職の国家公務員の給与については，人事院勧告どおり改定を行う。 

② 特別職の国家公務員の給与については，おおむね一般職の給与改定の趣旨に沿 

って改定を行う。 

以上のとおりであり，この内容に沿ったものがお手元の閣議決定案でございます。 

○菅国務大臣：次に，財務大臣。 

○麻生国務大臣：平成２９年２月に札幌にて開催される第８回アジア冬季競技大会の

成功に向けた機運を醸成するため，同大会を記念する貨幣の発行及びその図柄等を

定める政令につきまして閣議の御決定をお願いする次第であります。 

当該記念貨幣の額面価格につきましては，１，０００円とすることとし，図柄に

つきましては，表面にはスキージャンプとフィギュアスケートの選手を，裏面には

大会エンブレム等を，それぞれ採用することとしました。 

以上，よろしくお願い申し上げます。 

○菅国務大臣：次に，内閣総理大臣から御発言がございます。 

○安倍内閣総理大臣：平成２８年度補正予算（第２号等）につきましては，１１日に，

成立を見るに至りました。改めて各位の御協力に対し感謝申し上げます。 

本補正予算により，「未来への投資」を更に推し進め，アベノミクスを一層加速し，

デフレからの脱出速度を最大限まで引き上げてまいります。 

こうした観点から，各大臣におかれましては，本補正予算を含めた本経済対策の

各施策を，国・地方を挙げて円滑かつ着実に実施していただくよう，御協力をよろ

しくお願いいたします。 

○菅国務大臣：次に，財務大臣。 

○麻生国務大臣：平成２８年度補正予算（第２号等）が早期に成立したことにつきま

しては，私からも改めて各位の御協力に対し感謝申し上げます。この機会に，予算

の実施につきまして，一言申し上げます。 
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ただいま，総理から本補正予算の円滑かつ着実な実施について，御指示がありま

した。各大臣におかれましては，本補正予算に盛り込まれた取組の効果を十分に発

揮させる観点から，円滑かつ適切な執行に取り組んでいただくようお願いいたしま

す。 

地方自治体や関係機関におきましても，同様に円滑かつ適切な執行が図られるよ

う，よろしくお取り計らい願います。 

○菅国務大臣：次に，石原大臣。 

○石原国務大臣：ただいま，総理から，補正予算及び経済対策の円滑かつ着実な実施

について，御指示がございました。 

本対策については，スピード感を持って具体化を図ることが重要であるため，関

係閣僚におかれては，自ら進捗管理を指揮していただくようお願いします。 

また，内閣府が行う進捗状況の取りまとめに御協力をいただくようお願いいたし

ます。 

○菅国務大臣：次に，総務大臣から２件御発言がございます。 

○高市国務大臣：まず，平成２８年度補正予算の地方公共団体における円滑かつ適切

な執行について申し上げます。 

今回の経済対策が十分な効果を発揮するためには，地方公共団体においても円滑

かつ適切な事業執行に取り組んでいただくことが重要であり，その旨地方公共団体

に対し要請を行います。 

関係府省におかれては，事務処理の円滑化を図る観点から，補助金等の早期交付

及び事務の簡素合理化を図られますよう，御協力をお願いしたいと存じます。 

  次に，行政相談週間の実施について申し上げます。 

来る１０月１７日から２３日までの１週間は，「行政相談週間」です。 

この期間を中心に，各府省，地方公共団体等の御協力を得て，ワンストップで様々

な苦情・相談を受け付ける「１日合同行政相談所」を各地で開設するなど，全国的

に行政相談活動を重点的に展開します。また，熊本地震や台風などによる被災者，

避難者の皆様からの御相談にも引き続き丁寧に対応してまいります。 

行政相談は，国民一人ひとりの声に応えるとともに，行政の制度・運営の改善を

も図るものであり，国民が安心して暮らせる国づくりの一端を担っています。各大

臣におかれましては，政府全体が連携して，苦情・相談の解決に取り組むべく，引

き続き御協力をお願い申し上げます。 

○菅国務大臣：これをもちまして，閣議を終了いたします。 

引き続き，閣僚懇談会を開催いたします。 

まず，国土交通大臣。 

○石井国務大臣：「未来への投資を実現する経済対策」が十分に効果を発揮するため

には，本補正予算で措置された公共事業について，その円滑な施工を確保すること

が重要です。 

そのためには，人や資材等の着実な確保とともに，円滑な発注による入札契約，

前金払制度の活用などの取組を推進する必要があり，関係省庁，地方公共団体等と
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連携して取り組むこととしたいので，関係各位の御協力をお願いします。 

国土交通省としても，これらの取組を推進し，まずは公共事業予算を始め補正予

算の円滑かつ適切な執行に取り組んでまいります。 

○菅国務大臣：次に，総務大臣。 

○高市国務大臣：「未来への投資を実現する経済対策」が十分に効果を発揮するため

には，公共工事の円滑な発注について地方公共団体にも御協力いただくことが必要

となります。 

そのため，総務省としては，公共工事が円滑に発注でき，十分にその効果が発揮

されるよう，入札契約手続の効率化や前金払制度の積極的な活用による資金調達の

円滑化等について，関係府省と連携して，地方公共団体に取組を要請してまいりた

いと考えており，関係各位の御協力をお願いいたします。 

○菅国務大臣：ほかに御発言はございますか。 

無いようですので，以上をもちまして，閣僚懇談会を終了いたします。 
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                 平成 28年 

                 10 月 14日 

 

◎ 一 般 案 件 

   ○ 公 務 員 の 給 与 改 定 に 関 す る 取 扱 い に つ い て 

（ 決 定 ）         （ 内 閣 官 房 ・ 財 務 省 ） 

 〃  ○ 日 本 国 の 自 衛 隊 と ア メ リ カ 合 衆 国 軍 隊 と の 間 に お  
け る 後 方 支 援 ， 物 品 又 は 役 務 の 相 互 の 提 供 に 関 す  
る 日 本 国 政 府 と ア メ リ カ 合 衆 国 政 府 と の 間 の 協 定  
の 締 結 に つ い て 国 会 の 承 認 を 求 め る の 件 （ 決 定 ）  

                     （ 外 務 省 ）  
〃  ○ 記 念 貨 幣 の 発 行 に つ い て （ 決 定 ）   （ 財 務 省 ）  
〃  ○ カ ザ フ ス タ ン 共 和 国 大 統 領 ヌ ル ス ル タ ン ・ ア ビ シ  

ェ ヴ ィ チ ・ ナ ザ ル バ エ フ 閣 下 の 公 式 実 務 訪 問 賓 客  
待 遇 に つ い て （ 了 解 ）        （ 外 務 省 ）  

   ☆ ア フ ガ ニ ス タ ン 国 駐 箚 特 命 全 権 大 使 鈴 鹿 光 次 外 １  
名 に 交 付 す べ き 信 任 状 及 び 前 任 特 命 全 権 大 使 髙 橋  
博 史 外 １ 名 の 解 任 状 に つ き 認 証 を 仰 ぐ こ と に つ い  
て （ 決 定 ）              （ 同 上 ）  

 
◎ 公 布 （ 法 律 ） 

☆ 地 方 交 付 税 法 及 び 特 別 会 計 に 関 す る 法 律 の 一 部 を 

改 正 す る 法 律 （ 決 定 ） 

 

          ◎ 法 律 案  
   ○ 一 般 職 の 職 員 の 給 与 に 関 す る 法 律 等 の 一 部 を 改 正  

す る 法 律 案 （ 決 定 ）  
（ 内 閣 官 房 ・ 財 務 ・ 厚 生 労 働 省 ）  

 〃  ○ 特 別 職 の 職 員 の 給 与 に 関 す る 法 律 の 一 部 を 改 正 す  
る 法 律 案 （ 決 定 ）     （ 内 閣 官 房 ・ 財 務 省 ）  

 〃  ○ 地 方 公 務 員 の 育 児 休 業 等 に 関 す る 法 律 及 び 育 児 休  
業 ， 介 護 休 業 等 育 児 又 は 家 族 介 護 を 行 う 労 働 者 の  
福 祉 に 関 す る 法 律 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 案  
（ 決 定 ）         （ 総 務 ・ 厚 生 労 働 省 ）  

（ 金 ）閣 議 案 件 

資 料  
な し  

資 料  
あ り  

資 料  
な し  

資 料  
あ り  
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○ 裁 判 官 の 報 酬 等 に 関 す る 法 律 の 一 部 を 改 正 す る 法  
律 案 （ 決 定 ）   （ 法 務 省 ・ 内 閣 官 房 ・ 財 務 省 ）  

〃  ○ 検 察 官 の 俸 給 等 に 関 す る 法 律 の 一 部 を 改 正 す る 法  
律 案 （ 決 定 ）             （ 同 上 ）  

〃  ○ 裁 判 官 の 育 児 休 業 に 関 す る 法 律 の 一 部 を 改 正 す る  
法 律 案 （ 決 定 ）           （ 法 務 省 ）  

〃  ○ 防 衛 省 の 職 員 の 給 与 等 に 関 す る 法 律 の 一 部 を 改 正  
す る 法 律 案 （ 決 定 )( 防 衛 省 ・ 内 閣 官 房 ・ 財 務 省 ）  

 
◎ 政  令 

   ○ サ イ バ ー セ キ ュ リ テ ィ 基 本 法 及 び 情 報 処 理 の 促 進 

に 関 す る 法 律 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 の 施 行 期 日 を 

定 め る 政 令 （ 決 定 ）  （ 内 閣 官 房 ・ 経 済 産 業 省 ） 

 〃  ○ 情 報 処 理 の 促 進 に 関 す る 法 律 施 行 令 の 一 部 を 改 正  
す る 政 令 （ 決 定 ）        （ 経 済 産 業 省 ） 

 〃  ○ 地 震 保 険 に 関 す る 法 律 施 行 令 の 一 部 を 改 正 す る 政  
令 （ 決 定 ）             （ 財 務 省 ）  

 〃  ○ 通 貨 の 単 位 及 び 貨 幣 の 発 行 等 に 関 す る 法 律 施 行 令  
の 一 部 を 改 正 す る 政 令 （ 決 定 ）     （ 同 上 ）  

 
      ◎ 人  事 

☆ 岡 山 大 学 名 誉 教 授 安 田 昭 三 外 １ ５ ５ 名 の 叙 位 又 は  
叙 勲 に つ い て （ 決 定 ）  

 

 

〔 ○ 署 名 あ り  ☆ 署 名 な し 〕 

 

資 料  
あ り  

資 料  
あ り  

資 料  
あ り  
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